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じん肺・アスベスト肺の専門医が 『健診時の胸部レントゲン』 を確認した結果、 

肺の異常がみとめられました 

 

＜ 結 果 ＞ をご確認いただき、 
  

支部連絡 等 のご対応をお願いいたします 
  

 

※専門医に以前ご受診された方・定期的にご受診中の方にも、健診結果のひとつとしてお手紙をお送りしています。 

 

< 結  果 > 
  

（健診受診日：      年    月    日） 

 

□ 粉じんが原因の異常 【 □ 胸膜プラーク □ じん肺 □ アスベスト肺 】 
  

_じん肺やアスベスト肺など、粉じんによる病気の所見があります。 

_これらの病気では、呼吸機能が悪くなり、息苦しさなどの症状があらわれます。 
  

労災補償をうけることができるかもしれません。 

いますぐ、所属支部にご連絡のうえ、専門医（別紙）へご相談ください。 

※主治医の変更は必要ありません。専門医では、労災申請の可否を判断します。 

 

 

□ その他の所見 
  

上記の「粉じんによる肺の異常」にチェック✔が無く、 

こちらの項目のみにチェック✔がある場合は、お近くの呼吸器内科へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 
 

＜お問い合わせ先＞ 

① ご所属の支部の労災担当者 

② 東京土建一般労働組合 労働対策部 電話 03（5332）3971 


